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１ 目的 

  本工事は、令和６年３月に利用を廃止した久喜市栗橋いきいき活動センタ

ーしずか館（以下「しずか館」という。）と付属施設である体育館やプールな

どを解体し撤去することを目的とする。 

  公募型プロポーザル方式により様々な技術提案を募集し、内容を総合的に

審査したうえ、最も適した解体・撤去事業者を選定するために実施するもので

ある。 

 

２ 工事名称 

  久喜市栗橋いきいき活動センターしずか館等解体工事 

 

３ 工事概要 

  工事仕様書のとおり  

 

４ 施工箇所 

  久喜市栗橋中央１丁目１１番１ 

 

５ 施工期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

６ 見積限度額 

  ７４１，５１０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

  ※この金額は契約時の予定価格を示すものではない。 

 

７ 担当課 

  久喜市総務部管財課 

   住 所 〒346-8501 

       埼玉県久喜市下早見８５番地の３ 

   電 話 0480-22-1111（代表） 

   E-mail kanzai@city.kuki.lg.jp 

   担 当 本庁舎整備推進室 野口、岩井 

 

８ 実施方法 

  本プロポーザルは、企画提案書等による公募型プロポーザル方式とする。 

 

９ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たすものとする。 

  また、共同企業体で参加する場合においても、企業体を構成する者は次の要
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件を全て満たすものとする。 

（１）埼玉県の入札情報公開システムにおける久喜市の競争入札参加資格者情

報において、解体工事業の格付がＡであること。 

（２）久喜市内に本店を有すること。なお、市内に本店を有する企業（埼玉県の

入札情報公開システムにおける久喜市の競争入札参加資格者情報において、

解体工事業の格付がＢ以上であること。）と共同企業体を構成する場合におい

ては、この限りではない。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しないこと。 

（４）久喜市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱（平成２２年久喜市

告示第２５号）第２条の規定に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て

及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て

がなされていないこと。 

（６）久喜市建設工事等暴力団排除措置要綱（平成２２年久喜市告示第２７号）

第３条の規定に基づく指名除外の措置を受けていないこと。 

（７）国税及び地方税に未納がないこと。 

（８）建設業法第２６条の規定に基づく技術者を置くこと。 

（９）石綿を含有する建材を使用した建築物を解体する上で必要な資格者につ

いては、解体事業者に置くこと。 

（１０）解体工事を円滑に実施する上で必要な資格者（登録解体基幹技能者、解

体工事施工技士）については、解体事業者に置くこと。 

 

10 スケジュール 

 事業者選定までのスケジュールは、次のとおりとする。 

内容 日程（予定） 

公告 

図面等の貸与開始 
令和６年１０月２３日（水） 

参加表明書及び現場説明会参加申込

書の提出期限 
令和６年１１月 １日（金）午後 ５時 

現場説明会 
令和６年１１月 ６日（水）午前１０時から 

        ７日（木）午前１０時から 

質問事項受付期限 令和６年１１月１１日（月）午後 ５時 

質問に対する回答 令和６年１１月１８日（月）午後 ５時 

参加資格に係る書類の提出期限 令和６年１１月２２日（金）午後 ５時 

審査結果通知 令和６年１１月２９日（金） 
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企画提案書等提出期限 令和６年１２月 ６日（金）午後 ５時 

提案説明会（プレゼンテーション） 令和６年１２月１９日（木） 

評価結果通知及び受託候補者の決定 令和６年１２月２５日（水） 

契約 令和７年 ３月下旬（市議会の議決後） 

 

11 参加表明書及び現場説明会参加申込書の提出 

  本プロポーザル及び現場説明会に参加を希望する者は、参加表明書【様式第

１号】及び現場説明会参加申込書【様式第２号】を電子メールにて提出するこ

と。なお、現場説明会への参加については、事業者の任意とする。 

（１）提出書類 

   参加表明書【様式第１号】 

   現場説明会参加申込書【様式第２号】 

（２）提出期限 

   令和６年１１月 １日（金）午後 ５時まで 

（３）提出先 

   ７に同じ 

※着信の確実を期すため、電子メール送信後、提出日のうちに電話で送付

の旨を連絡すること。 

（４）現場説明会の日時等 

①日 時  

令和６年１１月 ６日（水）午前１０時から 

令和６年１１月 ７日（木）午前１０時から 

②場 所  

久喜市栗橋中央１丁目１１番１ 

 

12 図面等の貸与 

  参加表明書を提出した者に対して、企画提案書の作成の基本となる図面等

を次により貸与する。 

（１）貸与図面等 

   しずか館、体育館、プールなどの竣工図等 

（２）貸与期間 

   令和６年１０月２３日（水）から令和６年１２月６日（金）午後５時まで 

（３）貸与方法 

   図面等の電子データを記録したメディア（ＣＤ－Ｒ）を手渡しで貸与する

ので受領書【様式第３号】を持参して受領すること。 

貸与したＣＤ－Ｒは、企画提案書の提出時に返却すること。 
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13 質問事項の受付及び回答 

  本プロポーザルについて質問がある場合は、次のとおり質問書を電子メー

ルにて提出すること。なお、電話による質問には、簡易なものを除き応じない。 

（１）提出書類 

   質問書【様式第４号】 

（２）提出期限 

   令和６年１１月１１日（月）午後５時 

（３）提出先 

   ７に同じ 

   ※着信の確実を期すため、電子メール送信後、提出日のうちに電話で送付

の旨を連絡すること。 

（４）質問への回答 

   令和６年１１月１８日（月）午後５時までに、全ての事業者に対し、電子

メールで回答するとともに、市のホームページに掲載する。この回答は本実

施要項の追加又は修正とみなす。 

 

14 参加資格に係る書類の提出 

  参加表明書を提出した事業者は、次により参加資格に係る書類等を持参又

は郵送で提出すること。 

（１）提出書類 

   ①企業概要及び会社概要パンフレット、事業者概要書【様式第５号】 

   ②誓約書兼承諾書【様式第６号】 

   ③法人税・消費税及び地方消費税の納税証明書その３の３（コピー可） 

    税務署が発行する、未納の税額がないことの証明書 

    （申請日前３ヵ月以内に発行されたもの） 

   ④「解体工事業」許可書の写し 

   ⑤工事執行体制図（監理技術者、現場代理人などの資格及び経歴、各資格

者が過去７年以内に担当した解体工事の実績を含む。） 

   ⑥解体工事に係る資格所有者の一覧 

   ⑦石綿の処理に係る資格所有者の一覧 

（２）提出方法 

   日本工業規格によるＡ４判の規格とし、各資料はＡ４サイズの紙ファイ

ルに綴じ込み、資料番号をインデックスで表示すること。 

（３）提出部数 

   正本１部、副本１０部 

（４）提出期限 

   令和６年１１月２２日（金）午後５時まで（郵送の場合は必着） 

（５）提出先 
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   ７に同じ 

（６）審査結果の通知 

   提出書類を審査した後、令和６年１１月２９日（金）までに審査結果通知

書【様式第７号】を書面及び電子メールにて通知する。また、参加資格を満

たす者に対しては、併せて、公募型プロポーザル提案書提出依頼書【様式第

８号】を送付する。なお、参加資格を満たさないと判断された者は、その理

由について、令和６年１２月６日（金）までに書面（様式自由）にて説明を

求めることができる。 

 

15 企画提案書の提出 

  企画提案書の提出を依頼された者は、次に定めるところにより企画提案書

を作成し、持参又は郵送で提出すること。 

（１）企画提案書の内容等 

  提案書の内容は次のとおりとする。提案審査申請書【様式第９号】を表紙と

して、下記事項に関する書類を提出すること。 

  ①施工上の課題に対する技術提案 

   ア 周辺住環境等への配慮に係る提案 

   ・解体工事の実施に伴う騒音、振動、粉じんによる影響を軽減することに

ついて留意すること。 

   イ しずか館のグラウンド利用者への配慮に係る提案 

   ・解体工事中においても、市民によるグラウンド利用を継続するに当たり、

利用者の安全を確保することなどについて留意すること。 

  ②工事工程表 

  ③見積書（工事の内訳がわかるもの） 

  ④過去７年以内の解体工事実績書（請負額が高額な順に上位２０件） 

  ⑤過去７年以内の石綿処理実績書（石綿含有建材レベルの分類毎の処理実

績） 

（２）提出方法 

   日本工業規格によるＡ４判の規格とし、各資料はＡ４サイズの紙ファイ

ルに綴じ込み、資料番号をインデックスで表示すること。 

（３）提出部数 

   正本１部、副本１０部 

（４）提出期限 

   令和６年１２月 ６日（金）午後５時まで（郵送の場合は必着） 

（５）提出先 

   ７に同じ 

 

16 提案説明会（プレゼンテーション） 
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  提案説明は、企画提案書に基づき実施することとし、説明の時間を２０分以

内、質疑を１０分以内とする。 

  提案説明会は、令和６年１２月１９日（木）に、久喜市本庁舎 会議室棟第

４会議室での実施を予定している。詳細については、後日、通知する。 

   

17 参加の辞退 

  本プロポーザルに参加を希望していたが、やむを得ず参加を辞退する場合

は、次のとおり辞退届【様式第１０号】を電子メールにて提出すること。 

（１）提出書類 

   辞退届【様式第１０号】 

（２）提出期限 

   令和６年１２月６日（金）午後５時まで 

（３）提出先 

   ７に同じ 

   ※着信の確実を期すため、電子メール送信後、提出日のうちに電話で送付

の旨を連絡すること。 

   ※しずか館の竣工図等を記録したＣＤ－Ｒを受領している場合には、辞

退届【様式第１０号】の提出と併せて返却すること。 

 

18 受託候補者の選定 

（１）本プロポーザルに係る事業者の提案については、市職員により構成する審

査委員会において審査する。なお、審査委員会は非公開とする。 

（２）審査委員が審査基準に基づき評価した採点を合計し、評価点が最高となる

提案を行った提案者を受託候補者として選定する。 

（３）審査結果は、参加者全員に対して令和６年１２月２５日（水）に電子メー

ルで通知する予定である。 

（４）選考結果は、受託候補者との契約締結後において、久喜市総務部管財課に

おいて閲覧に供するほか、市ホームページに掲載する予定である。 

（４）審査に係る評価項目等は次のとおりとする。 

 

【審査基準】 

評価項目 評価視点 配点 

工事提案 

周辺住環境等への配

慮に係る提案 

騒音・振動・粉じんを軽減させるため

の対策が十分にできているか。 
２０ 

グラウンド利用者へ

の配慮に係る提案 

グラウンド利用者の安全等を確保す

るための対策が十分にできているか。 
２０ 

施工業者の能力 
施工業者の解体工事

実績 

過去７年以内に一定規模以上の解体

工事の経験があるか。 
 ５ 
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施工業者の石綿処理

実績 

過去７年以内に石綿処理の経験があ

るか。 
 ５ 

配置技術者等の能力 

監理技術者の解体工

事実績 

過去７年以内に一定規模以上の解体

工事の経験があるか。 
 ５ 

現場代理人の解体工

事実績 

過去７年以内に一定規模以上の解体

工事の経験があるか。 
 ５ 

解体工事に係る有資

格者の配置 

解体工事の円滑な実施に求められる

資格者を配置することが可能か。 
１０ 

石綿処理に係る有資

格者の配置 

石綿の適切な処理の実施に求められ

る資格者を配置することが可能か。 
 ５ 

見積書 

見積金額 

しずか館等の解体・撤去工事を実施す

るにあたり適正な価格となっている

か。（見積金額が基準金額※よりも低い

場合にはマイナスの配点とする。） 

１５ 

見積金額における技

術提案の比重 

周辺住環境やグラウンド利用者へ配

慮した提案内容に対して適正な価格

となっているか。 

（各提案者の技術提案の得点状況に

応じて配点する。） 

１０ 

合計評価点 １００ 

 ※基準金額：最低制限価格と同様な考え方とするが、この金額を下回った場合であっても審査

から除外するものではない。 

 

19 契約の締結等 

（１）本プロポーザルにより決定した受託候補者を相手方として、地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約を締結する。なお、

契約締結の時期については、久喜市議会の令和７年２月定例会議において議

決を得たのち、令和７年３月下旬を予定している。 

（２）受託候補者の提案については、庁内関係課と協議し、工事内容を精査した

上で仕様書を作成する。 

（３）支払いは、久喜市前金払取扱要綱及び久喜市中間前金取扱要綱に基づき支

払う。 

 

20 契約の成立要件及び失格要件 

  次に該当する場合は、成立とする。 

（１）企画提案書を提出した事業者が１社の場合。（ただし、審査委員の合計評

価点が総合計の６割以上を有しており、かつ、審査委員の半数以上が契約の締

結を認めた事業者とする。） 

  次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。 

（１）提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められ
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る状態となった場合 

（４）審査の公平性を害する行為があった場合 

（５）提案説明会（プレゼンテーション）を欠席した場合 

（６）その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合 

 

21 その他 

（１）提出された提案書類等は、返却しない。 

（２）提案に要する経費は、すべて提案事業者の負担とする。 

（３）本業務の成果品に関する著作権・利用権（開示権含む）、その他の権利は

すべて市に帰属する。ただし、本業務実施前に事業者が既に所有しているもの

は除く。 

（４）市が提示した資料や本プロポーザルに参加したことにより知り得た情報

については、第三者に漏えいさせてはならない。また、市の許可なく本業務以

外に使用、又は公表等を行うことを禁止する。 

（５）提出された提案書は、プロポーザル方式の実施のために使用し、また、複

製等をすることができる。ただし、提案者に無断でその他の目的のために使用

することはできないものとする。 

（６）提出された提案書は、久喜市情報公開条例（平成２２年３月２３日条例第

１２号）の規定に基づき、開示する。 


